
平
成
二
十
九
年
五
月
十
五
日
提
出

質

問

第

三

〇

八

号

日
本
国
憲
法
第
九
条
に
自
衛
隊
の
存
在
に
つ
い
て
の
条
項
を
加
憲
す
る
こ
と
の
意
味
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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日
本
国
憲
法
第
九
条
に
自
衛
隊
の
存
在
に
つ
い
て
の
条
項
を
加
憲
す
る
こ
と
の
意
味
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
国
憲
法
第
九
条
の
改
正
議
論
に
つ
い
て
、
自
民
党
の
安
倍
総
裁
の
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
第
十
九

回
公
開
憲
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
同
日
に
報
じ
ら
れ
た
読
売
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
が
一
石
を
投
じ
て
い

る
。
安
倍
晋
三
氏
は
、
「
少
な
く
と
も
私
た
ち
の
世
代
の
う
ち
に
、
自
衛
隊
の
存
在
を
憲
法
上
に
し
っ
か
り
と
位
置
付
け
、

「
自
衛
隊
が
違
憲
か
も
し
れ
な
い
」
な
ど
の
議
論
が
生
ま
れ
る
余
地
を
な
く
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
」
と
表
明
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
現
行
の
規
定
を
維
持
し
つ
つ
、
新
た
に
同
条
第
三
項
を
加
憲
す
る
こ
と
は
一
つ
の
見

識
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
意
味
が
判
然
と
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
、
現
在
の
政
府
の
憲
法
解
釈
を
確
認
し
た
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

自
衛
権
に
関
す
る
政
府
の
定
義
を
示
さ
れ
た
い
。

二

現
行
の
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
条
文
を
維
持
し
た
ま
ま
、
同
条
に
自
衛
隊
の
存
在
を
明
示
す
る
こ
と
の
み
の
条
文
を
加
え

た
場
合
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
で
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
政
府
の
自
衛
権
に
関
す
る
解
釈
は
変
更
さ
れ
ず
、
維
持
さ
れ

る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

三

「
防
衛
法
制
に
お
け
る
「
ポ
ジ
リ
ス
ト
」
、
「
ネ
ガ
リ
ス
ト
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
参
質

一



一
八
六
第
一
〇
五
号
）
で
は
、
「
自
衛
隊
法
は
、
自
衛
隊
の
行
動
及
び
権
限
を
個
別
に
規
定
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
」
、
「
任
務
の
的
確
な
遂
行
に
必
要
な
自
衛
隊
の
行
動
及
び
権
限
が
明
確
な
形
で
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
が
変
更
さ
れ
ず
、
維
持
さ
れ
て

い
る
限
り
、
こ
の
政
府
の
見
解
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

四

現
行
の
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
条
文
を
維
持
し
た
ま
ま
、
同
条
に
自
衛
隊
の
存
在
を
明
示
す
る
条
文
を
加
え
た
場
合
で

も
、
「
任
務
の
的
確
な
遂
行
に
必
要
な
自
衛
隊
の
行
動
及
び
権
限
が
明
確
な
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
」
、
す
な
わ
ち
立
法
化
に
拠
ら
な
い
限
り
、
自
衛
隊
が
新
た
な
任
務
や
権
限
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

五

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
の
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
で
石
破
防
衛
庁
長
官
は
、
「
私
ど
も
の
自
衛
隊
法
の
書
き
方
と
い

う
の
は
ポ
ジ
リ
ス
ト
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
あ
れ
も
で
き
る
、
こ
れ
も
で
き
る
と
い
う
、
で
き
る
こ
と
が
列
挙
し
て
あ

る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
軍
隊
の
法
制
と
い
う
の
は
ネ
ガ
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
書
い
て
あ
っ

て
、
そ
れ
以
外
は
や
っ
て
も
い
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
こ
の
政
府
の
見
解
は
現
時
点
で
も
変
更
は
な
い
と
い
う
理
解
で

よ
い
か
。

六

現
在
の
「
任
務
の
的
確
な
遂
行
に
必
要
な
自
衛
隊
の
行
動
及
び
権
限
」
に
関
す
る
法
令
は
、
ポ
ジ
リ
ス
ト
形
式
で
あ
る
と

二



い
う
理
解
で
よ
い
か
。

七

五
及
び
六
に
関
連
し
て
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
条
文
を
維
持
し
た
ま
ま
、
同
条
に
自
衛
隊
の
存
在
を
明
示
す
る

条
文
を
加
え
た
場
合
で
も
、
自
衛
隊
の
運
用
等
に
関
す
る
法
令
は
ポ
ジ
リ
ス
ト
形
式
で
あ
り
、
実
際
の
自
衛
隊
の
運
用
や
自

衛
権
に
関
す
る
見
解
に
変
更
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


